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○
道
路
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
建
設
省
令
第
二
十
五
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
道
路
の
区
域
の
決
定
等
の
公
示
）

（
道
路
の
区
域
の
決
定
等
の
公
示
）

第
二
条

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
区
域
の
決
定
又
は
変

第
二
条

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
区
域
の
決
定
又
は
変

更
の
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
し
、
同
項
の
規

更
の
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
し
、
同
項
の
規

定
に
よ
る
図
面
は
、
縮
尺
千
分
の
一
以
上
の
も
の
を
用
い
る
も
の
と
す
る

定
に
よ
る
図
面
は
、
縮
尺
千
分
の
一
以
上
の
も
の
を
用
い
る
も
の
と
す
る

。

。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

次
の
イ
、
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
イ
、

三

次
の
イ
、
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
イ
、

ロ
又
は
ハ
に
定
め
る
事
項

ロ
又
は
ハ
に
定
め
る
事
項

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

法
第
四
十
七
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
立
体
的
区
域
と
す
る

ロ

法
第
四
十
七
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
立
体
的
区
域
と
す
る
区
域
の

区
域
の
決
定
の
場
合

イ
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
当
該
立
体
的
区
域

決
定
の
場
合

イ
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
当
該
立
体
的
区
域
と
す
る

と
す
る
区
間
及
び
そ
の
延
長

区
間
及
び
そ
の
延
長

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

四

（
略
）

四

（
略
）

（
道
路
台
帳
）

（
道
路
台
帳
）

第
四
条
の
二

（
略
）

第
四
条
の
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

図
面
は
、
道
路
に
つ
き
、
少
く
と
も
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
付
近
の
地

４

図
面
は
、
道
路
に
つ
き
、
少
く
と
も
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
付
近
の
地

形
及
び
方
位
を
表
示
し
た
縮
尺
千
分
の
一
以
上
の
平
面
図
（
法
第
四
十
七

形
及
び
方
位
を
表
示
し
た
縮
尺
千
分
の
一
以
上
の
平
面
図
（
法
第
四
十
七

条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
の
区
域
を
立
体
的
区
域
と
す
る
場
合

条
の
七
の
規
定
に
よ
り
道
路
の
区
域
を
立
体
的
区
域
と
す
る
場
合
は
、
平

は
、
平
面
図
、
縦
断
図
及
び
横
断
定
規
図
）
に
記
載
し
て
調
製
す
る
も
の

面
図
、
縦
断
図
及
び
横
断
定
規
図
）
に
記
載
し
て
調
製
す
る
も
の
と
す
る

と
す
る
。

。

一
～
十
七

（
略
）

一
～
十
七

（
略
）

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）

（
保
管
違
法
放
置
等
物
件
一
覧
簿
の
様
式
）

（
保
管
違
法
放
置
物
件
一
覧
簿
の
様
式
）
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第
四
条
の
六

令
第
十
九
条
の
六
第
二
項
（
令
第
十
九
条
の
十
一
に
お
い
て

第
四
条
の
六

令
第
十
九
条
の
六
第
二
項
（
令
第
十
九
条
の
十
一
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
保
管
違
法
放
置
等
物
件
一
覧

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
保
管
違
法
放
置
物
件
一
覧
簿

簿
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
五
の
二
と
す
る
。

の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
五
の
二
と
す
る
。

（
違
法
放
置
等
物
件
の
返
還
に
係
る
受
領
書
の
様
式
）

（
違
法
放
置
物
件
の
返
還
に
係
る
受
領
書
の
様
式
）

第
四
条
の
八

令
第
十
九
条
の
十
（
令
第
十
九
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す

第
四
条
の
八

令
第
十
九
条
の
十
（
令
第
十
九
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
受
領
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
五

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
受
領
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
五

の
三
と
す
る
。

の
三
と
す
る
。

（
交
通
確
保
施
設
）

（
新
設
）

第
四
条
の
十
の
三

法
第
四
十
七
条
の
七
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
通
路
及
び
こ
れ
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る

建
築
物
そ
の
他
の
施
設

二

自
動
車
駐
車
場
及
び
自
転
車
駐
車
場

（
法
第
四
十
七
条
の
七
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
）

（
新
設
）

第
四
条
の
十
の
四

法
第
四
十
七
条
の
七
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
要
件
は
、
交
通
確
保
施
設
の
整
備
又
は
維
持
管
理
を
適
切
に
行
う
の
に

必
要
な
経
理
的
基
礎
及
び
技
術
的
能
力
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
。

様
式
第
五
の
二

（第
四
条
の
六
関
係

）

様
式
第
五
の
二

（第
四
条
の
六
関
係

）

保
管

違
法

放
置

等
物

件
一

覧
表

保
管

違
法

放
置

物
件

一
覧

表

整
理
保
管
し
た
違
法
放
保
管
し
た
違
法
除
去
保
管
を
保
管
の
備
考

整
理
保
管
し
た
違
法
放
保
管
し
た
違
法
除
去
保
管
を
保
管
の
備
考

番
号
置
等
物
件

放
置
等
物
件
が
し
た
始
め
た
場
所

番
号
置
物
件

放
置
物
件
が
放
し
た
始
め
た
場
所

名
称
形
状
数
量
放
置
さ
れ

、又
年
月
年
月
日

名
称
形
状
数
量
置
さ
れ
て
い
た
年
月
年
月
日

又
は

は
設
置
さ
れ
て
日
時
時

又
は

場
所

日
時
時

種
類

い
た
場
所

種
類
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様
式
第
五
の
三

（第
四
条
の
八
関
係

）

様
式
第
五
の
三

（第
四
条
の
八
関
係

）

受
領

書
受

領
書

平
成

年
月

日
平
成

年
月

日
（道

路
管
理
者

）

殿

（道
路
管
理
者

）

殿

返
還
を
受
け
た
者

返
還
を
受
け
た
者

住
所

住
所

氏
名

印
氏

名
印

下
記
の
と
お
り
違
法
放
置
等
物
件

（現
金

）の
返
還
を
受
け
ま
し
た

。

下
記
の
と
お
り
違
法
放
置
物
件

（現
金

）の
返
還
を
受
け
ま
し
た

。

返
還
を
受
け
た
日
時

返
還
を
受
け
た
日
時

返
還
を
受
け
た
場
所

返
還
を
受
け
た
場
所

返
返

還
整

理
番

号
還

整
理

番
号

を
を

受
受

け
名
称
又
は
種
類

け
名
称
又
は
種
類

た
た

違
違

法
形

状
法

形
状

放
放

置
置

等
数

量
物

数
量

物
件

件

（返
還
を
受
け
た
金
額

）

（返
還
を
受
け
た
金
額

）
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○
高
速
自
動
車
国
道
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
建
設
省
令
第
十
九
号
）
（
抄
）

改

正

案

現

行

（
立
体
的
区
域
を
表
示
す
る
図
面
の
縮
尺
）

（
立
体
的
区
域
を
表
示
す
る
図
面
の
縮
尺
）

第
四
条

高
速
自
動
車
国
道
の
区
域
を
高
速
自
動
車
国
道
法
（
以
下
「
法
」

第
四
条

高
速
自
動
車
国
道
の
区
域
を
高
速
自
動
車
国
道
法
（
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
が
あ
る
も
の
と
さ

と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
が
あ
る
も
の
と
さ

れ
た
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
四
十
七
条
の
七
第

れ
た
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
四
十
七
条
の
六
の

一
項
の
規
定
に
よ
り
立
体
的
区
域
と
し
た
区
間
に
つ
い
て
、
当
該
区
域
を

規
定
に
よ
り
立
体
的
区
域
と
し
た
区
間
に
つ
い
て
、
当
該
区
域
を
表
示
す

表
示
す
る
図
面
の
縮
尺
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
図
面
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

る
図
面
の
縮
尺
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
図
面
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
縮
尺
と
す
る
。

各
号
に
定
め
る
縮
尺
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）


